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トピックス

就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて

　平成１８年１０月１日からの障害者自立支援法の施行に伴い、障害福祉サービス事業として就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継
続支援Ｂ型の事業が創設されたところであるが、今般、その会計処理について、別紙のとおり「就労支援の事業の会計処理の基準」を定め
たので、これを都道府県・市町村・その他関係者に周知されたい。
　なお、「就労支援の事業の会計処理の基準」は平成１８年１０月１日から施行する。

照会先
社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課居住支援係
担当課長補佐　松田（内線3033）
担当係員 　田中（内線3036）

別紙
就労支援の事業の会計処理の基準

第一　総則

１　趣旨
　就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型（以下「就労支援」という。）の事業における会計については、「障害者自立
支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定
障害福祉サービス基準」という。）及び「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成
１８年厚生労働省令第１７２号。以下「指定障害者支援施設基準」という。）（以下「指定基準」という。）において、指定事業所又は
指定障害者支援施設（以下「指定事業所等」という。）ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分す
べきことが定められているところであるが、具体的な会計処理に関する取扱いについては、「就労支援の事業の会計処理の基準」（以下
「就労支援事業会計処理基準」という。）の定めるところによるものとする。
　なお、就労支援事業会計処理基準に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。

２　対象範囲
（１）　就労支援事業会計処理の対象とする事業の範囲は、次のとおりとする。ただし、地方公共団体から委託された事業において、特段

の定めがある場合はこの限りではない。
(1)　指定障害福祉サービス事業所の場合

ア　指定障害福祉サービス基準第１７４条に定める指定就労移行支援の事業
イ　指定障害福祉サービス基準第１８５条に定める指定就労継続支援Ａ型の事業
ウ　指定障害福祉サービス基準第１９８条に定める指定就労継続支援Ｂ型の事業

(2)　指定障害者支援施設の場合
ア　就労移行支援を行う場合
イ　就労継続支援Ａ型を行う場合
ウ　就労継続支援Ｂ型を行う場合

（２）　指定障害福祉サービス基準第２１４条第１項に規定する多機能型事業所においては、上記(1)の(1)のアからウまで、指定障害者支
援施設基準第２条第１６号に定める昼間実施サービスを複数行う指定障害者支援施設においては、上記(1)の(2)のアからウまでの事
業。

（３）　指定障害福祉サービス基準第７７条に定める指定生活介護又は指定障害者支援施設が行う生活介護において、同令第８４条又は指
定障害者支援施設基準第２８条に定める生産活動を実施する場合については、就労支援事業会計処理基準により経理することができ
るものとする。なお、多機能型事業所又は昼間実施サービスを複数行う指定障害者支援施設（以下「多機能型事業所等」という。）
において実施する場合についても、同様の取り扱いとする。

（４）　障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）附則第４１条、第４８条及び第５８条の規定により、同法
附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、なお従前の例により運営をすることができることとされている身体障害
者授産施設、知的障害者授産施設及び精神障害者授産施設（以下「授産施設」という。）についても、就労支援事業会計処理基準に
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よるものとする。ただし、就労支援事業会計処理基準により難い事業者にあっては、従前から採用している会計の基準によることと
しても差し支えない。

３　就労支援事業会計処理基準の適用時期
（１）　平成１８年１０月以降、新たに就労支援事業を始める法人

　法の全面施行に伴い、平成１８年１０月１日以降、新たに就労支援の事業（以下「就労支援事業」という。）を開始する法人にあ
っては、事業の開始と同時に、就労支援事業を他の事業と区分し、社会福祉法人にあっては別の経理区分を設けて会計処理を行うこ
ととし、その際、就労支援事業会計処理基準の考え方に基づき、原則として、資金収支計算書、事業活動収支計算書（損益計算書、
正味財産増減計算書等を含む。）及び貸借対照表を作成し、適宜の勘定科目をもって会計処理するとともに、就労支援事業製造原価
明細表、販売費及び一般管理費明細表についても作成するものとする。

（２）　平成１８年１０月以降、新たな事業体系に移行する法人
　既に授産施設又は身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場若しくは精神障害者福祉工場（以下「福祉工場」という。）を運営し
ている法人であって、平成１８年１０月１日以降、新たな事業体系へ移行する法人については、事業年度の中途において会計処理の
取扱い等を変更することは実務上困難であり、かつ、会計処理上も不適切であることから、平成１９年４月１日以降に新たに開始す
る事業年度から就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。
　その際、会計単位又は経理区分については、なお従前の例によることとする。
　なお、精神障害者社会復帰施設は、新たに就労支援事業を開始する法人と同様、新たな事業体系に移行と同時に就労支援事業会計
処理基準を適用するものとする。

（３）　経過措置により新たな事業体系に移行しない法人
　既に授産施設又は福祉工場を運営している法人であって、平成１８年１０月１日以降においても、法附則第４１条、第４８条及び
第５８条の規定する経過措置により新たな事業体系へ移行しない法人についても、平成１９年４月１日以降に新たに開始する事業年
度から就労支援事業会計処理基準を適用することとするが、これにより難い場合には、経過措置期間中は、従前から採用している会
計の基準によることとしても差し支えない。

第二　障害者自立支援法下における就労支援事業に係る会計処理について

１．就労支援事業会計処理基準の基本的な考え方
（１）　就労支援事業を行う指定事業所等は、指定基準において、授産施設同様、製品製造等の就労支援事業活動により得た就労支援事業

収入から就労支援事業に必要な経費を控除した金額を工賃として利用者へ支払うこととされていることから、適正な利用者工賃の算
出をするため、製品製造過程等における適切な製造原価等の把握が必要となる。
　さらに、今回の法の施行により、就労継続支援Ｂ型において目標工賃達成加算が創設されたこと等により、工賃の算出に当っての
原価管理の重要性が増大している。
　また、就労支援事業の運営主体が緩和され、社会福祉法人以外の法人におけるサービス提供が可能となったところであるが、授産
施設会計処理基準においては社会福祉法人のみを適用対象としていた。
　このような状況下において、法人の種別に関係なく、就労支援事業を実施する全ての法人が適用する会計処理の取扱いを明示する
ために、就労支援事業における原価管理の重要性を勘案し、就労支援事業会計処理基準として取りまとめたものである。

（２）　就労支援事業を実施する指定事業所等（以下「就労支援事業所等」という。）（生活介護において生産活動を行っている場合であ
って、就労支援事業会計処理基準に基づく会計処理を行う場合を含む。）を運営する社会福祉法人においては、就労支援事業会計処
理基準に特段の定めがあるものを除き、授産施設会計基準における「授産」を「就労支援」に改めることとし、会計処理を行う（以
下「就労支援施設会計処理基準」という。）こととする。

（３）　就労支援事業のいずれかのみを実施する指定事業所等（多機能型事業所等を除く。以下「通常の事業所等」という。）において
は、法人本部及び就労支援事業の２つの経理区分を設け、多機能型事業所等においては、法人本部及び各指定事業所等毎に経理区分
を設け、並びに各就労支援事業毎に事業区分を設けるものとする。

（４）　就労支援事業所等（生活介護において生産活動を行っている場合であって、就労支援事業会計処理基準に基づく会計処理を行う場
合を含む。）を運営する法人は、授産施設会計基準同様、資金収支計算書、事業活動収支計算書（損益計算書、正味財産増減計算書
等を含む。）及び貸借対照表（以下「計算書類」という。）を作成するとともに、当該事業の収支状況等を把握するため、資金収支
決算内訳表、事業活動収支内訳表を作成するものとする。
　また、当該事業の財産状態を把握するため貸借対照表内訳表を作成することができるものとする。
　なお、社会福祉法人及び会計単位ごとに特別な会計として経理を行う民法第34条に規定する法人等以外の法人又は指定事業所等に
あっては、計算書類のうち、資金収支計算書又は事業活動収支計算書、及び貸借対照表を省略することができる。同様に、資金収支
決算内訳表又は事業活動収支内訳表、及び貸借対照表内訳表を省略できる。

（５）　就労支援事業の各事業毎の損益状況を把握するため、就労支援事業別事業活動収支内訳表（就労支援事業別損益計算書、就労支援
事業別正味財産増減計算書等を含む。）を作成するものとする。
　また、原価管理の観点から、就労支援事業別事業活動収支内訳表の明細表として、就労支援事業製造原価明細表、販売費及び一般
管理費明細表を作成するものとする。
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（６）　将来にわたり安定的に工賃を支給し、又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、一定の条件の下に工賃変動積立金、設
備等整備積立金を積み立てることができるものとする。

２　通常の事業所等における会計処理について
（１）　会計単位及び経理区分

　通常の事業所等を運営する社会福祉法人においては、当該事業を１会計単位として法人本部及び就労支援事業の２つの経理区分を
設け、就労支援施設会計処理基準により会計処理を行うものとする。
　なお、生活介護のみを実施している指定事業所等において生産活動を行っている場合には、生産活動に係る会計処理について、社
会福祉法人会計基準に基づく会計処理に代えて就労支援施設会計処理基準による会計処理を行うことができるものとする。

（２）　資金収支決算内訳表、事業活動収支内訳表及び貸借対照表内訳表の作成
　通常の事業所を運営する社会福祉法人は、授産施設会計基準と同様の資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表を作成
し、資金収支決算内訳表（別紙１）及び事業活動収支内訳表（別紙２）を作成するものとし、勘定科目についても、就労支援事業特
有のものを除き授産施設会計基準と同様のものを使用するものとする。
　また、当該事業の財産状態をより的確に把握するため、貸借対照表内訳表（別紙３）を作成することができるものとする。
　資金収支計算書における区分は、授産施設会計基準の「授産事業活動による収支」に代えて「就労支援事業活動による収支」と
し、その他は授産施設会計基準と同様に、「福祉事業活動による収支」、「施設整備等による収支」及び「財務活動による収支」の
４つの区分とし、事業活動収支計算書における区分は、授産施設会計基準の「授産事業活動収支の部」に代えて「就労支援事業活動
収支の部」とし、その他は授産施設会計基準と同様に、「福祉事業活動収支の部」、「事業活動外収支の部」、「特別収支の部」及
び「繰越活動収支差額の部」の５つの区分とする。
　なお、「就労支援事業活動収支の部」の勘定科目については、授産施設会計基準の勘定科目によらず就労支援事業特有の勘定科目
（下記（表１）就労支援事業別事業活動収支内訳表を参照のこと。）を使用することに留意する。
　このように、区分して経理を行うことにより、利用者負担を伴う利用料収入と就労支援事業収入が、各計算書において区分表示さ
れることになる。
　貸借対照表における区分は、授産施設会計基準と同様に資産（流動資産、固定資産）、負債（流動負債、固定負債）及び純資産
（基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金、次期繰越活動収支差額）とする。
　なお、その他の積立金及びそれに対応する積立預金の設定については、後述４によるものとするが、この場合、その他の積立金及
びそれに対応する積立預金の増加及び減少状況を示す明細表として、その他の積立金明細表（別紙７）及びその他の積立預金明細表
（別紙８）を作成する。ただし、貸借対照表内訳表を作成している場合には別紙９に示すとおり、貸借対照表内訳表にその他の積立
金及びそれに対応する積立預金の種類別残高が表示されるため、その他の積立金明細表及びその他の積立預金明細表を省略すること
ができるものとする。

（３）　就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成
　事業活動収支内訳表（別紙２）の○○事業、△△事業について、以下の（表１）「就労支援事業別事業活動収支内訳表」を作成す
るものとする。

　 　就労支援事業には、就労支援事業所等で製造した製品を販売する場合と、当該就労支援事業所等以外で製造した商品を仕入れ、販売す
る場合とがある。
　製造した製品を販売する場合、就労支援事業別事業活動収支内訳表上の就労支援事業販売原価は、期首製品たな卸高に後述する就労支
援事業製造原価明細表で計算された当期就労支援事業製造原価を加算し、期末製品たな卸高を控除して計算される。さらに、製品の販売
のために支出された金額は、販売費及び一般管理費に計上される。
　また、就労支援事業の利用者は、製造業務に携わる者と販売業務に携わる者に区分されるが、製造業務に携わる者に支給された利用者
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賃金及び利用者工賃は、就労支援事業製造原価明細表に計上され、販売業務に携わる者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、販売
費及び一般管理費に計上される。さらに、就労支援事業に従事する職業指導員等（以下「就労支援事業指導員等」という。）も製造業務
に携わる者と販売業務に携わる者に区分されるが、利用者賃金及び利用者工賃同様、製造業務に係る就労支援事業指導員等に支給された
給与、退職金及び退職給与引当金繰入は、就労支援事業製造原価明細表に計上され、販売業務に係る就労支援事業指導員等に支給された
給与、退職金及び退職給与引当金繰入は、販売費及び一般管理費に計上される。
　商品を仕入れて販売する場合、就労支援事業別事業活動収支内訳表上の就労支援事業販売原価は、期首商品たな卸高に当期商品仕入高
を加算し、期末商品たな卸高を控除して計算される。さらに、商品の販売のために支出された金額は、販売費及び一般管理費に計上され
る。また、就労支援事業の利用者は、販売に携わる者のみであるため、それらの者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、販売費及
び一般管理費に計上される。就労支援事業指導員等に関しても同様である。

（４）　就労支援事業製造原価明細表、販売費及び一般管理費明細表の作成
　（表１）就労支援事業別事業活動収支内訳表の「当期就労支援事業製造原価」及び「販売費及び一般管理費」に関して、（表２）
「就労支援事業製造原価明細表」、（表３）「販売費及び一般管理費明細表」を作成するものとする。
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３．多機能型事業所等における会計処理について
（１）　会計単位及び経理区分

　多機能型事業所等（生活介護において生産活動を行っている場合であって、就労支援事業会計処理基準に基づく会計処理を行う場
合を含む。）を運営する社会福祉法人においては、就労支援事業等を１つの会計単位として、本部及び各指定事業所等毎に経理区分
を設け、並びに各就労支援事業毎に事業区分を設けるものとし、就労支援施設会計処理基準により会計処理を行うものとする。

（２）　資金収支決算内訳表、事業活動収支内訳表及び貸借対照表内訳表の作成
　多機能型事業所等を運営する社会福祉法人においては、授産施設会計基準と同様の資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借
対照表を作成し、資金収支決算内訳表（別紙４）及び事業活動収支内訳表（別紙５）を作成するものとし、勘定科目も就業支援事業
特有のものを除き授産施設会計基準と同じものを使用するものとする。
　また、各事業毎の財産状態をより的確に把握するため、貸借対照表内訳表（別紙６）を作成することができるものとする。
　資金収支計算書における区分は、授産施設会計基準の「授産事業活動による収支」に代えて「就労支援事業活動による収支」と
し、その他は授産施設会計基準と同様に、「福祉事業活動による収支」、「施設整備等による収支」及び「財務活動による収支」の
４つの区分とし、事業活動収支計算書における区分は、授産施設会計基準の「授産事業活動収支の部」に代えて「就労支援事業活動
収支の部」とし、その他は授産施設会計基準同様に、「福祉事業活動収支の部」、「事業活動外収支の部」、「特別収支の部」及び
「繰越活動収支差額の部」の５つの区分とする。
　なお、「就労支援事業活動収支の部」の勘定科目については、授産施設会計基準の勘定科目によらず就労支援事業特有の勘定科目
（下記、（表７）就労支援事業別事業活動収支内訳表を参照。）を使用することに留意する。
　このように、区分して経理を行うにより、利用者負担を伴う利用料収入と就労支援事業収入が、各計算書において区分表示される
ことになる。
　貸借対照表における区分は、授産施設会計基準と同様に資産（流動資産、固定資産）、負債（流動負債、固定負債）及び純資産
（基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金、次期繰越活動収支差額）とする。
　なお、その他の積立金及びそれに対応する積立預金の設定については、後述４によるものとするが、この場合、各事業毎のその他
の積立金及びそれに対応する積立預金の種類別の増加及び減少状況を示す明細表として、その他の積立金明細表（別紙７）及びその
他の積立預金明細表（別紙８）を作成するものとする。ただし、貸借対照表内訳表を作成している場合には別紙９に示すとおり、貸
借対照表内訳表にその他の積立金及びそれに対応する積立預金の種類別残高が表示されるため、その他の積立金明細表及びその他の
積立預金明細表を省略することができるものとする。

（３）　就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成
　事業活動収支内訳表（別紙５）の○○事業、△△事業について、以下の（表７）「就労支援事業別事業活動収支内訳表」を作成す
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るものとする。

　 　就労支援事業には、就労支援事業所等で製造した製品を販売する場合と、当該就労支援事業所等以外で製造した商品を仕入れ、販売す
る場合とがある。
　製造した製品を販売する場合、就労支援事業別事業活動収支内訳表上の就労支援事業販売原価は、期首製品たな卸高に後述する就労支
援事業製造原価明細表で計算された当期就労支援事業製造原価を加算し、期末製品たな卸高を控除して計算される。さらに、製品の販売
のために支出された金額は、販売費及び一般管理費に計上される。また、就労支援事業の利用者は、製造業務に携わる者と販売業務に携
わる者に区分されるが、製造業務に携わる者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、就労支援事業製造原価明細表に計上され、販売
業務に携わる者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、販売費及び一般管理費に計上される。さらに、就労支援事業指導員等も製造
業務に携わる者と販売業務に携わる者に区分されるが、利用者賃金及び利用者工賃同様、製造業務に係る就労支援事業指導員等に支給さ
れた給与、退職金及び退職給与引当金繰入は、就労支援事業製造原価明細表に計上され、販売業務に係る就労支援事業指導員等に支給さ
れた給与、退職金及び退職給与引当金繰入は、販売費及び一般管理費に計上される。
　商品を仕入れて販売する場合、就労支援事業別事業活動収支内訳表上の就労支援事業販売原価は、期首商品たな卸高に当期商品仕入高
を加算し、期末商品たな卸高を控除して計算される。さらに、商品の販売のために支出された金額は、販売費及び一般管理費に計上され
る。また、就労支援事業の利用者は、販売に携わる者のみであるため、それらの者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、販売費及
び一般管理費に計上される。就労支援事業指導員等に関しても同様である。

（４）　就労支援事業製造原価明細表、販売費及び一般管理費明細表の作成
　（表７）就労支援事業別事業活動収支内訳表の「当期就労支援事業製造原価」及び「販売費及び一般管理費」に関して、各々（表
８）「就労支援事業製造原価明細表」及び（表９）「販売費及び一般管理費明細表」を作成するものとする。
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（７）　共通費の按分
　複数の事業に共通する支出に係る按分方法等については、「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」（平成13年３
月28日老振発第18号厚生労働省老健局振興課長通知）に準ずるものとする。

４．積立金の積み立てについて
（１）　就労支援事業については、授産施設同様、就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃と

して支払わなければならないものとしていることから、原則として剰余金は発生せず、事業活動収支計算書における「就労支援事業
活動収支差額」は生じないものであるが、将来にわたって安定的に工賃を支給するため又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続す
るため、次のような特定の目的の支出に備えるため、理事会の議決に基づき事業活動収支計算書の当期末繰越活動収支差額から一定
の金額を次の積立金として計上することができるものとする。また、積立金を計上する場合には、同額の積立預金を計上することに
よりその存在を明らかにしなければならない。
　なお、次の積立金は、当該年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払額が、前年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払実績額を下回
らない場合に限り、計上できるものとする。

（２）　工賃変動積立金
　毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え、次に掲げる各事業年度
における積立額及び積立額の上限額の範囲内において、「工賃変動積立金」を計上できるものとする。
　　○各事業年度における積立額：過去３年間の平均工賃の10％以内
　　○積立額の上限額 ：過去３年間の平均工賃の50％以内
　なお、保障すべき一定の工賃水準とは、過去３年間の最低工賃（天災等により工賃が大幅に減少した年度を除く。）とし、これを
下回った年度については、理事会の議決に基づき工賃変動積立金及び工賃変動積立預金を取り崩して工賃を補填し、補填された工賃
を利用者に支給するものとする。

（３）　設備等整備積立金
　就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備
等の導入のための資金需要に対応するため、次に掲げる各事業年度における積立額及び積立額の上限額の範囲内において、設備等整
備積立金を計上できるものとする。
　　○各事業年度における積立額：就労支援事業収入の10％以内
　　○積立額の上限額 ：就労支援事業資産の取得価額の75％以内



2024/06/12 13:06 厚生労働省：就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1002-1.html 10/15

　なお、設備等整備積立金の積み立てにあっては、施設の大規模改修への国庫補助、高齢・障害者雇用支援機構の助成金に留意する
こととし、設備等整備積立金により就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等を導入した場
合には、対応する積立金及び積立預金を取り崩すものとする。

（４）　積立金の流用及び繰替使用
(1)　積立金は、上述のとおり、一定の工賃水準の保障、就労支援事業の安定的かつ円滑な継続という特定の目的のために、一定の条

件の下に認められるものであることから、その他の目的のための支出への流用（積立金の流用とは、積立金の取り崩しではなく、
積立金に対応して設定した積立預金の取崩しをいう。）は認められない。

(2)　しかしながら、今後、就労支援事業に伴う利用料収入の受取時期が、請求及びその審査等に一定の時間を要し、事業の実施月か
ら見て２ヶ月以上遅延する場合が想定されることから、このような場合に限り、上述の積立金に対応する資金の一部を一時繰替使
用することができるものとする。

(3)　ただし、繰替えて使用した資金は、利用料収入により必ず補填することとし、積立金の目的の達成に支障を来さないように留意
すること。

（別紙１）

（別紙２）
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（別紙３）
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（別紙５）

（別紙４）
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（別紙６）

（別紙９）
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（別紙７）

（別紙８）
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